
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

論壇
1

は
じ
め
に

最
高
裁
判
所
平
成
17
年
10
月

11
日
決
定
の
解
釈
と
相
基
通
19

の
2
―
5
と
の
関
係
に
つ
い
て

論
じ
る
。
承
認
又
は
放
棄
の
熟

慮
期
間
に
つ
い
て
は
民
法
9
1

5
条
が
3
か
月
と
定
め
、
そ
の

期
間
の
伸
長
の
特
例
に
つ
き
9

1
6
条
が
規
定
す
る
。

と
こ
ろ
で
、
一
次
相
続
が
開

始
し
、
遺
産
分
割
未
了
の
段
階

で
、
二
次
相
続
が
開
始
す
る
こ

と
が
あ
る
。

こ
の
場
合
、
法
律
上
特
別
な
規

定
は
設
け
ら
れ
て
い
な
い
。
こ

れ
を「
広
義
の
再
転
相
続
」と
呼

称
す
る
こ
と
が
あ
る（
※
1
）。

2

概
要

事
案
の
概
要
：
甲
と
乙
と
は

夫
婦
で
あ
り
、
そ
の
間
に
子

供
4
人
が
い
る
。

甲
死
亡
後
、
甲
の
遺
産
分
割

協
議
未
了
中
に
、
乙
が
死
亡

し
た
。
甲
及
び
乙
の
遺
産
分

割
は
ど
の
よ
う
に
行
う
か
？

原
審
：
甲
の
死
亡
に
伴
い
乙

の
承
継
す
る
甲
の
相
続
分

は
、
抽
象
的
な
法
的
地
位
で

あ
り
、
遺
産
分
割
の
対
象
で

は
な
い
。
遺
産
分
割
申
立
を

不
適
法
と
し
た
。

最
高
裁
：

①

相
続
人
が
複
数
あ
る

と
き
当
然
分
割
さ
れ
な
い
遺

産
は
、
相
続
開
始
か
ら
遺
産

分
割
ま
で
の
間
、
共
同
相
続

人
の
共
有
に
な
る
。
そ
の
共

有
の
性
質
は
、
基
本
的
に
民

法
2
4
9
条
以
下
の
共
有
と

性
質
を
異
に
す
る
も
の
で
は

な
く
、
実
体
上
の
権
利
で
、

遺
産
分
割
の
対
象
で
あ
る
。

②

本
件
の
場
合
、
乙
は

甲
の
相
続
開
始
と
同
時
に
、

甲
の
遺
産
に
つ
き
相
続
分
に

応
じ
た
共
有
持
分
権
を
取
得

し
た
。
こ
の
共
有
持
分
権

は
、
遺
産
を
構
成
す
る
。
こ

れ
を
乙
の
共
同
相
続
人
に
分

属
さ
せ
る
に
は
遺
産
分
割
手

続
き
を
経
る
必
要
が
あ
る
。

問
題
の
所
在
：

①

原
審
と
最
高
裁
決
定

と
の
相
違
点
…
遺
産
分
割
の

対
象
で
あ
る
か
？

②

最
高
裁
決
定
の
①
の

「
相
続
開
始
か
ら
遺
産
分
割

ま
で
の
間
」
を
ど
の
よ
う
に

解
釈
す
る
か
？

③

最
高
裁
決
定
の
②
の

「
こ
れ
を
乙
の
共
同
相
続
人

に
分
属
さ
せ
る
」
と
は
、
乙

の
遺
産
の
み
か
？
そ
れ
と
も

甲
の
遺
産
を
含
み
分
属
さ
せ

る
の
か
？

3

遺
産
共
有
の
性
格

①

遺
産
共
有
に
関
し
て
は
、

共
有
説
と
合
有
説
と
の
対
立
が

あ
っ
た
。

し
か
し
、
民
法
9
0
9
条
に

『
た
だ
し
、
第
三
者
の
権
利
を

害
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。』

が
挿
入
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、

共
有
説
に
収
斂
す
る
方
向
に
あ

る
と
言
っ
て
良
い
。

②

平
成
17
年
最
高
決
の
①
部

分
の
「
遺
産
は
、
相
続
人
が
数

人
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ

が
当
然
に
分
割
さ
れ
る
も
の
で

な
い
と
き
は
、
相
続
開
始
か
ら

遺
産
分
割
ま
で
の
間
、
共
同
相

続
人
の
共
有
に
属
し
、
こ
の
共

有
の
性
質
は
、
基
本
的
に
は
民

法
2
4
9
条
以
下
に
規
定
す
る

共
有
と
性
質
を
異
に
す
る
も
の

で
は
な
い
」
と
の
部
分
は
、
最

高
裁
の
3
つ
の
小
法
廷
の
意
見

が
一
致
し
て
い
る
。
即
ち
最
高

裁
は
、
共
有
説
に
立
つ
こ
と
を

明
確
に
し
て
い
る
。

③

そ
の
上
で
、「
共
同
相
続

人
が
取
得
す
る
遺
産
の
共
有
持

分
権
は
、
実
体
上
の
権
利
で
あ

っ
て
遺
産
分
割
の
対
象
と
な
る

と
い
う
べ
き
で
あ
る
。」
と
判

示
す
る
。

こ
の「
実
体
上
の
権
利
」に
異
議

を
唱
え
る
説
も
あ
る
（
※
2
）。

他
方
、
こ
の
「
実
体
上
の
権

利
」
に
つ
い
て
は
同
調
す
る
が

そ
の
実
体
上
の
大
き
さ
が
明
ら

か
で
な
い
、
と
疑
問
を
投
げ
か

け
る
説（
※
3
）も
あ
る
。
し
か

し
私
は
「
大
き
さ
」
は
不
明
確

で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

4

位
置
づ
け

①

こ
の
「
相
続
開
始
か
ら
遺

産
分
割
ま
で
の
間
」
の
解
釈
に

当
り
、
こ
の
事
件
で
は
、「
相

続
開
始
」
は
、
甲
の
相
続
開
始

と
乙
の
相
続
開
始
と
が
あ
り
、

「
遺
産
分
割
」
に
は
、
甲
の
遺

産
分
割
と
乙
の
遺
産
分
割
と
が

あ
る
。
原
審
も
最
高
裁
も
乙
の

遺
産
分
割
に
つ
き
判
断
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
が
、
な
お
不
明
確

さ
を
感
じ
る
。
そ
こ
で
次
の
よ

う
に
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
。

ア
、「
特
別
受
益
者
」
の
具
体

的
相
続
分⇒

「
甲
の
相
続
開
始

と
甲
の
遺
産
分
割
」
と
「
乙
の

相
続
開
始
と
乙
の
遺
産
分
割
」

と
二
つ
に
区
分
す
る
立
場
（
分

離
処
理
効
果
説
）

イ
、
広
義
の
再
転
相
続⇒

「
甲

の
相
続
開
始
と
乙
の
遺
産
分

割
」
と
を
一
括
し
て
解
釈
す
る

立
場
（
一
括
処
理
効
果
説
）

ウ
、
折
衷
説⇒

甲
と
乙
の
遺
産

分
割
を
同
時
に
処
理
す
べ
き
で

あ
る
と
す
る
立
場
（
同
時
処
理

効
果
説
）

②

平
成
17
年
最
高
決
を
、
乙

の
「
特
別
受
益
者
」
の
具
体
的

相
続
分
の
計
算
方
法
と
位
置
付

け
る
（
※
4
）。

分
離
処
理
効
果
説
は
、「
甲

の
相
続
開
始
と
甲
の
遺
産
分

割
」
と
「
乙
の
相
続
開
始
と
乙

の
遺
産
分
割
」
と
は
当
然
に
別

箇
で
あ
り
、
そ
の
相
続
人
も
異

な
る
（
偶
々
一
致
す
る
こ
と
も

あ
ろ
う
が
…
）。

即
ち
、
甲
の
相
続
人
と
乙
の

相
続
人
と
が
常
に
一
致
す
る
と

は
限
ら
な
い
こ
と
…
甲
に
婚
外

子
が
い
る
と
か
、
乙
に
連
れ
子

が
い
る
と
か
…
に
鑑
み
れ
ば
、

甲
の
相
続
と
乙
の
相
続
と
を
同

一
と
す
る
の
は
法
律
の
根
拠
を

欠
く
の
で
当
然
に
別
箇
の
も
の

で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
乙
の
遺

産
分
割
の
効
果
は
乙
の
相
続
開

始
ま
で
遡
及
す
る
の
み
で
あ
る
。

③

分
離
処
理
効
果
説
は
、
甲

の
遺
産
分
割
が
終
了
し
て
乙
の

遺
産
分
割
に
移
行
す
る
場
合
に

は
有
効
で
あ
る
。

特
に
甲
の
遺
産
分
割
を
調
え

る
こ
と
が
で
き
て
も
、
乙
の
遺

産
分
割
を
調
え
る
こ
と
を
困
難

と
す
る
場
合
に
対
応
で
き
る
利

点
が
あ
る
。

そ
の
場
合
、
乙
の
遺
産
分
割

で
実
体
上
の
共
有
持
分
権
を
ど

の
よ
う
に
表
現
す
べ
き
か
の
問

題
が
残
る
。

更
に
、
甲
の
遺
産
分
割
が
未

了
で
あ
る
場
合
で
、
乙
の
共
有

持
分
権
を
乙
の
相
続
人
に
分
属

さ
せ
る
と
、
甲
の
遺
産
分
割
対

象
は
乙
の
相
続
分
を
除
外
す
る

こ
と
に
な
る
が
こ
れ
で
良
い
の

か
？
疑
問
が
残
る
。

④

こ
の
平
成
17
年
最
高
決

を
、
広
義
の
再
転
相
続
と
す
る

説
が
あ
る
（
※
5
）（
※
6
）。

広
義
の
再
転
相
続
の
立
場
か

ら
は
一
括
処
理
効
果
説
が
派
生

す
る
。

⑤

一
括
処
理
効
果
説
は
、
始

期
を
甲
の
相
続
開
始
と
し
終
期

を
乙
の
遺
産
分
割
と
す
る
。
乙

の
遺
産
分
割
の
効
果
は
当
然
に

甲
の
相
続
開
始
時
ま
で
遡
及
す

る
。一

次
相
続
の
甲
の
分
割
協
議

も
乙
の
遺
産
分
割
も
そ
の
当
事

者
が
同
一
で
あ
り
、
一
括
し
て

遺
産
分
割
で
き
る
と
の
前
提
を

置
く
も
の
で
あ
る
。

⑥

同
時
処
理
効
果
説
は
、
次

の
問
題
解
決
方
法
と
し
て
、
甲

と
乙
の
遺
産
分
割
を
同
時
に
処

理
し
た
と
き
初
め
て
矛
盾
な
く

遺
産
分
割
成
立
の
効
果
を
受
け

ら
れ
る
と
す
る
。

ア
、
平
成
17
年
最
高
決
は
、
乙

の
遺
産
分
割
に
つ
き
判
示
し
た

も
の
で
あ
る
こ
と
（
前
記
②
）

イ
、
分
離
処
理
効
果
説
の
場
合

も
、
乙
の
遺
産
分
割
が
成
立
す

る
も
甲
の
遺
産
分
割
未
了
の
と

き
、
実
体
上
の
共
有
持
分
権
の

帰
趨
が
曖
昧
に
な
る
こ
と
（
前

記
③
）

ウ
、
一
括
処
理
効
果
説
の
い
う

乙
の
遺
産
分
割
の
効
果
が
、
遺

産
分
割
協
議
を
し
て
い
な
い
甲

の
相
続
開
始
ま
で
遡
及
す
る
こ

と
を
民
法
は
予
定
し
て
い
な
い

こ
と
（
前
記
⑤
）

5

分
離
処
理
効
果
説
の
遺
産
分
割
内
容

一
次
相
続
に
お
け
る
配
偶
者

乙
の
取
得
す
る
遺
産
の
共
有
持

分
権
は
、
そ
の
相
続
分
に
応
じ

た
共
有
持
分
権
を
取
得
し
て
い

る
の
で
、
甲
の
遺
産
分
割
が
成

立
し
て
い
る
場
合
に
は
、
配
偶

者
乙
以
外
の
子
Ｘ
、
Ｙ
1
、
Ｙ

2
、
Ｙ
3
の
合
意
に
よ
り
、
ま

ず
、
甲
の
遺
産
分
割
内
容
を
合

意
で
き
る
。

ア
、
甲
の
遺
産
の
う
ち
土
地

Ａ
及
び
建
物
Ａ
は
、
配
偶

者
乙
及
び
長
女
Ｙ
1
が
均

等
の
割
合
で
相
続
す
る
。

イ
、
甲
の
遺
産
の
う
ち
土
地

Ｂ
及
び
建
物
Ｂ
は
、
配
偶

者
乙
及
び
次
女
Ｙ
2
が
均

等
の
割
合
で
相
続
す
る
。

ウ
、
甲
の
遺
産
の
う
ち
有
価

証
券
は
、
配
偶
者
乙
及
び

三
女
Ｙ
3
が
均
等
の
割
合

で
相
続
す
る
。

エ
、
甲
の
遺
産
の
う
ち
前
記

ア
、イ
、ウ
、以
外
の
財
産

は
、配
偶
者
乙
及
び
長
男

Ⅹ
が
均
等
の
割
合
で
相
続

す
る
。

次
い
で
、
配
偶
者
乙
の
遺
産

分
割
内
容
を
合
意
す
る
。

ア
、
乙
の
所
有
す
る
土
地
Ａ

及
び
建
物
Ａ
の
共
有
持
分

全
部
を
長
女
Ｙ
1
が
相
続

取
得
す
る
。

イ
、
乙
の
所
有
す
る
土
地
Ｂ

及
び
建
物
Ｂ
の
共
有
持
分

全
部
を
次
女
Ｙ
2
が
相
続

取
得
す
る
。

ウ
、
乙
の
所
有
す
る
有
価
証

券
の
共
有
持
分
全
部
を
三

女
Ｙ
3
が
相
続
取
得
す

る
。

エ
、
乙
の
所
有
す
る
前
記

ア
、イ
、ウ
、以
外
の
財
産

の
共
有
持
分
全
部
を
、
長

男
Ⅹ
が
相
続
取
得
す
る
。

し
か
し
、
乙
の
遺
産
分
割
が

先
行
し
て
合
意
で
き
て
も
、
甲

の
遺
産
分
割
が
決
ま
ら
な
い
限

り
遺
産
分
割
は
未
了
で
あ
る
こ

と
に
変
わ
り
は
な
い
。

な
お
、
分
離
処
理
効
果
説
か

ら
は
、
相
基
通
19
の
2－

5
に

よ
る
新
た
な
立
法
で
あ
る
と
の

批
判
を
受
け
る
。

6

一
括
処
理
効
果
説
の
遺
産
分
割
内
容

こ
の
場
合
、
遺
産
分
割
協
議

の
取
り
纏
め
方
法
は
い
く
つ
か

検
討
で
き
る
。

ア
、
被
相
続
人
甲
の
遺
産
の

全
部
を
、
配
偶
者
乙
が
取

得
す
る
、
と
の
遺
産
分
割

案
イ
、
被
相
続
人
甲
の
遺
産
を

法
定
相
続
分
に
従
っ
て
配

偶
者
乙
が
取
得
す
る
、
と

の
遺
産
分
割
案

ウ
、
被
相
続
人
甲
の
遺
産
を

法
定
相
続
分
に
従
わ
ず
、

任
意
の
割
合
で
配
偶
者
乙

が
取
得
す
る
、
と
の
遺
産

分
割
案

エ
、
被
相
続
人
甲
の
遺
産

を
、配
偶
者
乙
は
全
く
取
得

し
な
い
旨
の
遺
産
分
割
案

一
括
処
理
効
果
説
は
相
基
通

19
の
2－

5
の
結
論
を
導
き
出

せ
る
。

7

同
時
処
理
効
果
説
の
遺
産
分
割
内
容

①

同
時
処
理
効
果
説
の
場

合
、
一
括
処
理
効
果
説
と
分
離

処
理
効
果
説
の
問
題
点
を
克
服

す
る
に
は
、
甲
と
乙
の
遺
産
分

割
を
同
時
に
行
う
と
す
る
。
こ

の
場
合
の
遺
産
分
割
内
容
は
次

の
よ
う
に
な
ろ
う
。

第
一

被
相
続
人
甲
の
遺
産

に
つ
き

ア
、土
地
Ａ
及
び
建
物
Ａ
を
、

配
偶
者
乙
が
相
続
取
得
す

る
イ
、土
地
Ｂ
及
び
建
物
Ｂ
を
、

配
偶
者
乙
が
相
続
取
得
す

る
ウ
、
有
価
証
券
を
、
三
女
Ｙ

3
が
相
続
取
得
す
る
。

エ
、
前
記
ア
、
イ
、
ウ
、
以

外
の
財
産
を
、
長
男
Ⅹ
が

相
続
取
得
す
る
。

第
二

被
相
続
人
乙
の
遺
産

に
つ
き

ア
、土
地
Ａ
及
び
建
物
Ａ
を
、

長
女
Ｙ
1
が
相
続
取
得
す

る
。

イ
、土
地
Ｂ
及
び
建
物
Ｂ
を
、

長
女
Ｙ
2
が
相
続
取
得
す

る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
遺
産
分

割
協
議
内
容
で
あ
れ
ば
、
相
基

通
19
の
2－

5
を
矛
盾
な
く
解

釈
で
き
る
。

②

な
お
、
同
時
処
理
効
果
説

で
も
、
遺
産
分
割
協
議
内
容
如

何
に
よ
り
相
続
税
額
が
変
動
す

る
。
従
っ
て
、
税
理
士
の
善
管

注
意
義
務
に
は
相
変
わ
ら
ず
重

い
も
の
が
残
る
。

③

ま
た
残
さ
れ
た
問
題
に
、

特
別
寄
与
分
に
つ
い
て
も
特
別

受
益
と
同
様
に
取
り
扱
っ
て
よ

い
も
の
か
否
か
で
あ
る
が
現
在

訴
訟
中
で
あ
る
の
で
別
稿
に
譲

り
た
い
。
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